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第２３期第３９回新居浜市農業委員会総会議事録 
 

１ 会議の日時及び場所 

（１）会議の日時 令和２年６月５日（金曜日）１３：３０～１４：０５ 

（２）会議の場所 市庁舎５階 大会議室 

 

２ 会議に出欠席した委員数及び氏名等 

（１）農業委員 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

（２）農地利用最適化推進委員 

  

 

 

 

 

 

 

 

（３）欠席委員  ８人 

   農業委員 第 １ 番   山 下   元 

   農業委員 第 ２ 番   石 山 敏 夫 

   農業委員 第 ６ 番   寺 尾 俊 行 

   農業委員 第１７番   渡 邊 勝 俊 

   農業委員 第１８番   松 本 勝 美 

   推進委員 第 ６ 番   井 下 八 郎 

   推進委員 第１０番   眞 鍋 哲 哉 

   推進委員 第１４番   西 原   實 

 

第 ３ 番    藤 田 幸 正 

第 ４ 番   岩 崎 紀 生 

第 ５ 番    小 野 義 尚 

第 ７ 番    横 井 直 次 

第 ８ 番   藤 田 健太郎 

第 ９ 番      矢 野 重 明 

第１０番   藤 田 幸  

 

 

第１１番   近 藤 美喜男 

第１２番   小 野 春 雄 

第１３番   曽我部 英 敏 

第１４番   合 田 有 良 

第１５番   池 田 辰 夫 

第１６番   伊 藤 愼 吾 

第１９番   山 口 三七夫 

第 ８ 番   宇 野 賀津美 

第 ９ 番    田 坂 健 次 

第１１番   寳 田 正 司 

第１２番   守 谷 博 明 

第１３番   飯 尾 象 司 

第１５番   久 枝 啓 一 

 

第 １ 番   神 野 克 史 

第 ２ 番   岡 田   充 

第 ３ 番    岡 部 正 明 

第 ４ 番   村 上 壽 一 

第 ５ 番   高 橋   繁 

第 ７ 番     髙  橋  眞  次 
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３ 会議に出席した事務局職員 

      事 務 局 長   藤 田 和 則       事務局 次長   近  藤  明  美 
事務局 次長  菅   仁 司    農 政 係 長  谷 口 恭 子 

   主    任  篠 原 清 子    主    任  井 上 貴 清 
   会計年度任用職員  齊 藤 麻 里 
 
４ 傍聴者     

   な し 

５ 議事日程    

   農地関係 農地法第３条、第４条、第５条申請関係等の審議について 

   農政関係 新居浜市農業施策に関する意見書について 

 

                  ◇                      
   １３時３０分開会 

 

藤田事務局長       御起立ください。礼。御着席ください。 

総会に先立ちまして、委員の出席状況を御報告いたしま

す。農業委員１４人、推進委員１２人でございます。よって、

過半数に達しており、この会が成立していることを御報告い

たします。それでは、会長よろしくお願いします。 

藤田会長       皆さん、こんにちは。今、農繁期真っ盛りで天候の具合

もよく、大変お忙しい毎日と思います。そういった中で今

日は二十四節気の１つ芒種という日でございます。穀物の

種をまくのに今が一番いいということでございまして、今

日、１２年振りに新居浜市が１１月２３日の新嘗祭に粟を

献上される。献穀粟の播種式だったのですが、その献穀者

というのが、松本耕太郎さんでございまして、耕太郎さん

の父親も６０年前に献穀者に選ばれたということでござい

ます。私も農業委員会としてお招きをいただきまして、献

穀の播種式に参加をさせていただいたのですが、ご主人に

もいろいろお世話になりましたし、奥様は現役で農業委員

として活動していただいております。お父様も以前には農

業委員をしていただいたという方でございます。我々に関

係する方が献穀者になって、秋に宮中へ献穀する粟を作っ
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ていただくということです。皆様と共に松本さんには体に

気を付けられて、しっかり農作業に励んでいただきまして、

１１月の新嘗祭に愛媛県を代表して立派な粟が献穀される

ようにお祈りするということでございます。皆様と共に取

り組んで行きたいと思います。 

それでは、ただいまから第３９回新居浜市農業委員会総会

を開会いたします。 

まず、農地関係の議案につきましては、議案第１号から議

案第４号までとなっております。 

農政関係は「新居浜市の農業施策に関する意見書につい

て」を議題といたします。 

なお、本日の議事録署名委員でございますが、会議規則第

１９条の規定により、会長において藤田 健太郎委員と矢野 

重明委員を指名いたします。両委員さんよろしくお願いいた

します。これより農地関係の議案の審議に入ります。 

議案書目次をお開きください。 

議案中、第１号から第３号は決議事項、第４号は意見事項

となっております。加えまして参考事項が１件ございます。 

       １ページをご覧ください。 

議案第１号「農用地利用集積計画について」を議題に供し

ますが、伊藤 愼吾委員が関係しておりますので、退室願い

ます。それでは、ここで暫時休憩いたします。 

 

              （委員退席） 

 

藤田会長      休憩前に引き続き会議を開きます。 

事務局から議案の説明をお願いします。 

菅事務局次長    議案第１号につきましては、農業経営基盤強化促進法第

１８条第１項の規定による農用地利用集積計画でございま

す。内容といたしましては、田５０筆、畑１６筆、面積５

７,０１３.４２平方メートルでございます。 

２ページをお開きください。 
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申請は、７１番の（１－１）さんから１０４番の（１－３４） 

さんの３４件でございます。 

内訳といたしましては、期間、１１カ月が１件、２年１０

カ月が１件、１年間が１件、３年間が４件、５年間が２４件、

１０年間が３件、利用権の種類は、使用貸借２９件、賃貸借

５件です。新規設定９件、再設定が２５件となっております。 

以上の計画要請の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項の要件である、農用地利用集積計画の内容が新居浜

市の基本構想に適合するものであること及び全部耕作要

件・常時従事要件・効率利用要件が認められること並びに対

象農地の関係権利者の同意が得られていることの各要件を

満たしております。ご審議の程よろしくお願い致します。 

藤田会長      ありがとうございました。以上、７１番から１０４番に

ついて質疑に入ります。 

         御意見、御質問はございませんか。 

             （「なし」の声あり） 

藤田会長      ないようですので、原案のとおり許可相当として意見を

決定してよろしいでしょうか。 

             （「異議なし」の声あり） 

藤田会長      御異議なしと認めます。よって、議案第２号「農用地利

用集積計画について」を原案のとおり決定させていただき

ます。 

       それでは、議案第１号の審議が終了しましたので、委員

の入席を求めます。ここで暫時休憩いたします。 

        

（休憩後、委員の入席） 

 

藤田会長      休憩前に引き続き会議を開きます。 

９ページをご覧ください。 

議案第２号「農地の賃貸借権設定について」を議題に供し

ます。事務局から議案の説明をお願いします。 

菅事務局次長    議案第２号につきましては、農地法第３条第１項の規定
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による農地の賃借権設定で、第３番の 1件でございます。 

１０ページをお開きください。 

第３番は、船木、田１筆、面積５６１㎡、借受人は（２－

１）さんです。借受人は現在、２町５反ほどの農地を耕作し

ており、今回、経営規模の拡大を図るため、申請地を借り入

れる目的で、農地法第３条申請が提出されたものであり、作

付けは人参を予定しています。 

なお、議案書及びお手元に配布させていただいております

調査書に記載のとおり、農地法第３条第２項各号には該当し

ないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。ご

審議の程よろしくお願いいたします。 

藤田会長      ただいまの説明に係る現地調査の結果並びに補足説明に

つきましては、地元委員であります矢野 重明委員から報告

をいただきます。矢野委員お願いします。 

矢野委員      報告します。今回、新しく耕作する土地は今まで（２－

１）さんがこの周辺をほとんど借りて耕作していただいて

いるのですが、その周辺の一つで土地の所有者が高齢者で

体調を崩されたということで、今まで几帳面に作ってきた

のですが今回（２－１）さんに作ってほしいということで

話がまとまったようです。こちらも畑として利用していて

管理はよくされており、地域でも特にきれいに管理をされ

ている土地でした。（２－１）さんに変わっても、今まで

どおり作付けされていたようにと、両者とお話を伺ったの

ですが努力しますということでしたので許可していただく

ようお願いいたします。以上です。 

藤田会長      ありがとうございました。以上、議案第２号３番につい

て質疑に入ります。御意見、御質問はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

藤田会長      ないようですので、原案のとおり決定してよろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

藤田会長      御異議なしと認めます。よって、議案第２号「農地の賃
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貸借権設定について」を原案のとおり決定させていただき

ます。１１ページをご覧ください。 

議案第３号「農地の所有権移転について」を議題に供し

ます。事務局から議案の説明をお願いします。 

菅事務局次長       議案第３号につきましては、農地法第３条第１項の規定に

よる農地の所有権移転で、第１２番から第１３番の２件でご

ざいます。１２ページをお開きください。 

第１２番は、別子山芋野、畑２筆、面積２,３８３㎡、譲

受人は別子山在住の（３－１）さんです。 

譲受人は現在１町３反の農地を耕作しており、この度、経

営規模拡大を目的に、譲渡人が県外在住で耕作が困難となっ

ていた申請地について取得する目的で、農地法第３条申請が

提出されたもので、作付けは季節野菜の栽培を予定しており

ます。 

第１３番は、阿島、田１筆、７９９㎡、譲受人は市内在住

の（３－２）さんです。 

譲受人は現在１町１反ほどの農地を耕作しており、この

度、経営規模拡大を目的に、申請地を取得する目的で、農地

法第３条申請が提出されたもので、許可後は稲作等を予定し

ております。 

以上２件、いずれの案件につきましても、議案書及びお手

元に配布させていただいております調査書に記載のとおり、

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のす

べてを満たしていると考えます。ご審議の程よろしくお願い

いたします。 

藤田会長      ただいまの説明に係る現地調査の結果並びに補足説明に

つきましては、１２番については事務局から、１３番は地

元委員であります井下 八郎委員から伺う予定でしたが欠

席のため事務局の方からそれぞれ報告をいただきます。ま

ず、藤田事務局長お願いします。 

 

藤田事務局長    別子山芋野の農地でございますが、５月２５日に事務局
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の方で現地調査をおこない農地の利用状況等を確認してま

いりました。申請地は現在、耕作はしておりませんが、草

刈、雑木の伐採等をおこなっておりいつでも耕作ができる

状態であります。また、周辺農地に特段の影響がない事を

確認してまいりました。許可後は季節野菜、栗等の栽培を

予定していると伺っております。以上でございます。 

藤田会長      ありがとうございました。次に菅事務局次長お願いしま

す。 

菅事務局次長    第１３番の阿島の件ですが、５月２２日に地元委員であ

る井下委員より報告を受けております。報告内容は、申請

地は現在、田畑として耕作しており引き続き田畑として利

用される予定であり、調和要件も特に問題なく許可しても

支障なしとのご報告を受けております。 

藤田会長      ありがとうございました。以上、議案第３号１２番及び

１３番について質疑に入ります。御意見、御質問はござい

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

藤田会長      ないようですので、原案のとおり決定してよろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

藤田会長      御異議なしと認めます。よって、議案第３号「農地の所

有権移転について」を原案のとおり決定させていただきま

す。１３ページをご覧ください。 

議案第４号「農地の転用を伴う所有権移転等について」

を議題に供します。事務局から議題の説明をお願いします。 

井上主任       議案第４号は、農地法第５条第１項の規定による農地転

用の申請で、申請件数は２１件です。 

１４ページをお開きください。 

８３番、角野新田町三丁目、畑２筆、譲受人は、(４－１）

さん。内容は、建売住宅（１戸）４５.９５平方メートル、

農地区分は、その他の農地である第２種農地と判断され、区

分は、所有権移転です。 
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８４番、松神子三丁目、畑２筆、譲受人は、(４－２）さ

ん。内容は、太陽光発電施設、農地区分は、その他の農地で

ある第２種農地と判断され、区分は、所有権移転です。 

８５番、中村四丁目、畑１筆、譲受人は、(４－３）さん。 

内容は、宅地分譲（４区画）、一体利用地として、山林３

６６.００平方メートルがあり、農地区分は、用途地域であ

るため第３種農地であると判断され、区分は、所有権移転で

す。１５ページをご覧ください。 

８６番、山田町、畑１筆、譲受人は、(４－４）さん。内

容は、太陽光発電施設、農地区分は、その他の農地である第

２種農地と判断され、区分は、所有権移転です。 

８７番、山田町、畑２筆、譲受人は、(４－５）さん。内

容は、太陽光発電施設、農地区分は、その他の農地である第

２種農地と判断され、区分は、所有権移転です。 

８８番、中村松木一丁目、田１筆、譲受人は、(４－６）

さん他１名。内容は、自己住宅１３７.４０平方メートル、

農地区分は、その他の農地である第２種農地と判断され、区

分は、使用貸借権で期間は永年です。 

１６ページをお開きください。 

８９番、沢津町二丁目、田１筆、譲受人は、(４－７）さ

ん。内容は、貸し露天駐車場、農地区分は、その他の農地で

ある第２種農地と判断され、区分は、所有権移転です。 

９０番、中村二丁目、畑１筆、譲受人は、(４－８）さん。 

内容は、賃貸共同住宅（２棟）３４７．８０平方メートル、

一体利用地として、宅地８２１.８７平方メートルがあり、

農地区分は、用途地域であるため第３種農地であると判断さ

れ、区分は、所有権移転です。 

９１番、大生院字広坪、田４筆、畑１筆、譲受人は、(４

－９）さん。内容は、太陽光発電施設、農地区分は、その他

の農地である第２種農地と判断され、区分は、所有権移転で

す。１７ページをご覧ください。 

９２番、大生院字岸影、田２筆、譲受人は、(４－１０）
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さん。内容は、自己住宅１２４.２１平方メートル、農地区

分は、その他の農地である第２種農地と判断され、区分は、

所有権移転です。 

９３番、大生院字岸影、田１筆、譲受人は、(４－１１）

さん。内容は、貸し事務所４２.２１平方メートル、農地区

分は、その他の農地である第２種農地と判断され、区分は、

所有権移転です。 

９４番、土橋一丁目、田１筆、譲受人は、(４－１２）さ

ん他１名。内容は、自己住宅１４０.７７平方メートル、農

地区分は、その他の農地である第２種農地と判断され、区分

は、所有権移転です。１８ページをお開きください。 

９５番、東田一丁目、畑２筆、譲受人は、(４－１３）さ

ん。内容は、露天資材置場、農地区分は、その他の農地であ

る第２種農地と判断され、区分は、所有権移転です。 

９６番、船木字高祖、田２筆、譲受人は、(４－１４）さ

ん。内容は、露天資材置場・駐車場、農地区分は、その他の

農地である第２種農地と判断され、区分は、所有権移転です。 

９７番、船木字上原、畑１筆、譲受人は、(４－１５）さ

ん。内容は、露天駐車場、農地区分は、その他の農地である

第２種農地と判断され、区分は、所有権移転です。 

１９ページをご覧ください。 

９８番、御蔵町、畑３筆、譲受人は、(４－１６）さん。 

内容は、太陽光発電施設、農地区分は、その他の農地であ

る第２種農地と判断され、区分は、所有権移転です。 

９９番、船木字道面、田１筆、譲受人は、(４－１７）さ

ん。内容は、太陽光発電施設、農地区分は、その他の農地で

ある第２種農地と判断され、区分は、所有権移転です。 

１００番、船木字道面、田１筆、譲受人は、(４－１８）

さん。内容は、太陽光発電施設、農地区分は、その他の農地

である第２種農地と判断され、区分は、所有権移転です。 

２０ページをお開きください。 

１０１番、萩生字治良丸、田２筆、譲受人は、（４－１９）
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さん。内容は、太陽光発電施設、農地区分は、その他の農地

である第２種農地と判断され、区分は、所有権移転です。 

１０２番、萩生字旦ノ上、田２筆、譲受人は、（４－２０）

さん。内容は、太陽光発電施設、農地区分は、その他の農地

である第２種農地と判断され、区分は、所有権移転です。 

１０３番、大生院字本村、田１筆、譲受人は、（４－２１）

さん。内容は、建売住宅（３戸）１３９.９４平方メートル、

一体利用地として、宅地２１０.８０平方メートルがあり、

農地区分は、その他の農地である第２種農地と判断され、区

分は、所有権移転です。 

以上、２１件、８３番から１０３番のいずれの事案につき

ましても、申請書及び土地改良区の意見書等の添付資料によ

り転用行為が遂行される確実性などが認められることを、事

務局よりご報告させていただきます。御審議の程よろしくお

願いします。 

藤田会長      ありがとうございました。以上、８３番から１０３番につ

いて質疑に入ります。御意見、御質問はございませんか。は

い、曽我部委員さん。 

曽我部委員     ２０ページ、１０３番の大生院の農地なのですが、譲受人

は個人ですか。建売になっているからできないと思うのです

が。 

井上主任      個人事業主ですけれども、一軒あたり１,５００万円以下

のものになりますので、建築業許可がなくてもできるものに

なります。 

曽我部委員     会社事業主ではなくて個人でやってできている。 

井上主任      個人事業主で既に西条市の方でも建売住宅を何軒かやっ

ているところと聞いております。 

藤田会長      他に御意見、御質問はございませんか。 

              （「なし」の声あり）  

藤田会長      ないようですので、原案のとおり許可相当として意見を

決定してよろしいでしょうか。 
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              （「異議なし」の声あり） 

藤田会長      御異議なしと認めます。よって、議案第４号「農地の転

用を伴う所有権移転等について」を許可相当として県知事

に意見を送付いたします。２１ページを御覧ください。 

参考事項は、農地法第１８条第６項の規定による合意解

約についての参考事項ですので、お目通しをお願いします。 

以上をもちまして、農地関係の議案の審議がすべて終了

いたしました。よって、これをもちまして暫時休憩いたし

ます。なお、１４時００分から総会を再開いたします。 

 

      （休憩） 

 

藤田会長      休憩前に引き続き、会議を再開いたします。これより農政

関係の議案の審議に入ります。 

それでは、総会資料１ページを御覧ください。議案第１号

の「新居浜市農業施策に関する意見書について」を上程いた

します。事務局から提案説明をしていただきます。事務局お

願いします。 

谷口農政係長    それでは、資料についてご説明いたします。 

農政関係資料を御覧ください。前回の総会まで発表していた

だいた意見と５月２５日までに個別に御提案いただいた意

見をもとに意見書（案）を作成しました。前回の総会以降、

変更した部分を赤字にしております。事務の流れとしまして

は、本日、この意見書について承認をいただき、今後、市長

と日程調整を行い、意見書の提出を行いたいと思います。ま

た、提出にあたっては、役員が市長室に出向き提出したいと

考えております。以上です。 

藤田会長      ありがとうございました。議案第１号「新居浜市農業施策

に関する意見書について」只今、提案説明がありましたが、

このことについて何か御意見、御質問などございませんか。 

                 御質問がないようですので、原案どおり決定してもよろし

いでしょうか。 
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          （「（異議なし）」の声あり） 

藤田会長      御異議なしと認めます。よって議案第１号「新居浜市農

業施策に関する意見書について」を決定とさせていただき

ます。次に、先ほど事務局から提案がございました意見書

を役員が市長室に出向き提出する件につきましては、この

ようにいたしたいと思いますがよろしいでしょうか。 

           （「（異議なし）」の声あり） 

藤田会長      御異議なしと認めます。よって意見書は、市長と日程の

調整ができましたら、役員が市長室に出向き提出すること

といたします。 

         以上をもちまして、第３９回新居浜市農業委員会総会を閉

会いたします。御協力ありがとうございました。 

藤田事務局長    御起立ください。礼。ありがとうございました。 
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  ◇ 

 

新居浜市農業委員会会議規則第１９条第２項の規定によりここに

署名する。 
新居浜市農業委員会総会 
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